
個人番号個人番号個人番号個人番号（（（（マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー）確認）確認）確認）確認のののの必要書類必要書類必要書類必要書類    チェック表チェック表チェック表チェック表    個人番号（マイナンバー）確認のための必要書類は、下記１～３の通りです。  
１．１．１．１．受診者受診者受診者受診者本人本人本人本人によるによるによるによる申請申請申請申請        

（（（（家族や家族や家族や家族や支援者等が単に支援者等が単に支援者等が単に支援者等が単に書類書類書類書類提出のため提出のため提出のため提出のためだけにだけにだけにだけに窓口に持参する場合を含む窓口に持参する場合を含む窓口に持参する場合を含む窓口に持参する場合を含む））））    ※家族や支援者等が単に書類提出のためだけに窓口に持参する場合や、郵送による申請の場合は、①②両方のコピーを提出してください。（ただし、②のウのうち、支給認定申請にあたってご提出いただく書類と重複する場合は、コピーの提出は不要です。） ※確認書類に有効期間が設定されている場合は、申請日時点で有効期間内であるものに限ります。 【本人【本人【本人【本人確認書類の例確認書類の例確認書類の例確認書類の例】】】】    ◯個人番号カードを利用する場合 個人番号個人番号個人番号個人番号カードカードカードカードの裏表コピーの裏表コピーの裏表コピーの裏表コピーで①②とも確認可能です。 ◯個人番号カード以外による場合 例１：①個人番号通知カード（変更事項がないまたは変更手続き済みのもの）＋②運転免許証 例２：①個人番号の記載のある住民票＋②医療保険の加入状況がわかる書類・市町村民税(非)課税証明書 ★例２の場合は、支給認定申請に必要な書類のみで本人確認もできます。  ①受診者本人①受診者本人①受診者本人①受診者本人及び世帯員調書に及び世帯員調書に及び世帯員調書に及び世帯員調書に個人番号を個人番号を個人番号を個人番号を記載い記載い記載い記載いただく方全員ただく方全員ただく方全員ただく方全員のののの個人番号個人番号個人番号個人番号がががが確認できる確認できる確認できる確認できる書類書類書類書類    ②②②②受診者本人受診者本人受診者本人受診者本人のののの身元を身元を身元を身元を確認できる書類確認できる書類確認できる書類確認できる書類    （ア（ア（ア（アからウのうからウのうからウのうからウのうちちちちいずれかいずれかいずれかいずれか）））） □：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つの写し ・個人番号カード（裏面） ・個人番号の記載のある住民票 ・個人番号の記載のある住民票記載事項 証明書  ※個人番号通知カードについて（R2.5.25～） ・通知カードの記載事項（氏名・住所・生年月日・性別・個人番号）の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 ・令和 2年 5月 24 日までに記載事項に変更があったが、変更手続きが行われており、25 日以降は変更を行うべき事由が発生していない場合 以上のいずれかに該当する場合に限り利用可。  ※「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。  

□ア：個人番号カード（表面） □イ：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つ（顔写真の表示があるもの） ・運転免許証（運転経歴証明書） ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書        等 □ウ：以下の書類のうち２つ２つ２つ２つ（顔写真の表示がないもの） ・公的医療保険の資格確認書(資格情報のお知らせは不可) ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・源泉徴収票 ・納税証明書 ・住民票 ・市町村民税(非)課税証明書 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 ・生活保護受給証明書       等 



    
２．２．２．２．受診者の受診者の受診者の受診者の保護者保護者保護者保護者によるによるによるによる申請申請申請申請（＝受診者（＝受診者（＝受診者（＝受診者がががが 18181818 歳歳歳歳未満の場合未満の場合未満の場合未満の場合））））    ※受診者が 18 歳未満の場合は、原則、保護者が申請者となります。 ※申請者以外の方が単に書類提出のためだけに窓口に持参する場合や郵送による申請の場合は、①②両方のコピーを提出してください。（ただし、②のウのうち、支給認定申請にあたってご提出いただく書類と重複する場合は、コピーの提出は不要です。） ※確認書類に有効期間が設定されている場合は、申請日時点で有効期間内であるものに限ります。  ①受診者本人及び世帯員調書に個人番号を記載いただく方全員の個人番号が確認できる書類 ②保護者の身元を確認できる書類 （アからウのうちいずれか） □：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つの写し ・個人番号カード（裏面）（裏面）（裏面）（裏面） ・個人番号の記載のある住民票 ・個人番号の記載のある住民票記載事項 証明書  ※個人番号通知カードについて（R2.5.25～） ・通知カードの記載事項（氏名・住所・生年月日・性別・個人番号）の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 ・令和 2年 5月 24 日までに記載事項に変更があったが、変更手続きが行われており、25 日以降は変更を行うべき事由が発生していない場合 以上のいずれかに該当する場合に限り利用可。  ※「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。  

□ア：個人番号カード（表面）（表面）（表面）（表面） □イ：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つ（顔写真の表示があるもの） ・運転免許証（運転経歴証明書） ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書        等 □ウ：以下の書類のうち２つ２つ２つ２つ（顔写真の表示がないもの） ・公的医療保険の資格確認書（資格情報のお知らせは不可） ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・源泉徴収票 ・納税証明書 ・住民票 ・市町村民税(非)課税証明書 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 ・生活保護受給証明書       等         



  
３．３．３．３．    代理人代理人代理人代理人による申請（による申請（による申請（による申請（保護者を保護者を保護者を保護者を除く）除く）除く）除く）     ※窓口に持参される場合は、①のコピーと、②③の原本をお持ちください。 ※申請者以外の方が単に書類提出のためだけに窓口に持参する場合や郵送による申請の場合は、②の原本と、①③のコピーを提出してください。（ただし、③のオのうち、支給認定申請にあたってご提出いただく書類と重複する場合は、コピーの提出は不要です。） ※確認書類に有効期間が設定されている場合は、申請日時点で有効期間内であるものに限ります。 ※受診者が 18 歳以上の場合は、原則、受診者本人が申請者となります 事情により受診者の家族が申請する場合は、代理人としての申請となり、受診者本人から委任が必要となります。 なお、申請者が受診者本人でも、書類等の送付先のみ家族に設定することは可能です。 

 

①受診者本人及び世帯員調書に個人番号を記載いただく方全員の個人番号が確認できる書類 ②代理人の代理権を確認 できる書類 ③代理人の身元を確認できる書類 （エまたはオのいずれか） □：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つの写し  ・個人番号カード（裏面）（裏面）（裏面）（裏面） ・個人番号の記載のある住民票 ・個人番号の記載のある住民票記載事項証明書  ※個人番号通知カードについて（R2.5.25～） ・通知カードの記載事項（氏名・住所・生年月日・性別・個人番号）の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 ・令和 2年 5月 24 日までに記載事項に変更があったが、変更手続きが行われており、25 日以降は変更を行うべき事由が発生していない場合 以上のいずれかに該当する場合に限り利用可。  ※「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。 

□：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つ 【法定代理人の場合】 ・戸籍謄本その他の資格を証明する書類 【任意代理人の場合（受診者の家族を含む）】 ・委任状 
□エ：以下の書類のうち１つ１つ１つ１つ（顔写真の表示があるもの）   ・運転免許証（運転経歴証明書）   ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード        ・特別永住者証明書    等 □オ：以下の書類のうち２つ２つ２つ２つ（顔写真 の表示がないもの） ・公的医療保険の資格確認書  （資格情報のお知らせは不可） ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・源泉徴収票 ・納税証明書 ・住民票 ・市町村民税(非)課税証明書 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 ・生活保護受給証明書   等 


